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表２ 生徒指導連絡体制
再発

初期報告連絡期 事実確認連絡相談期 指導期 未然防止期

継続観察

場合により教頭は生徒指導
主任と行動を共にし、随時
校長と連絡を取り指示を仰
ぎ、現場での指揮をとる。
（事実確認連絡期も）

・事実確認 ・指導方針にも ・未然防止
・指導方針等検討 とづき、指導 策策定
校長・教頭・生徒指導主 する。 ・継続観察
任で事実に基づいて指導 ・指導後の報告 及び指導
方針を検討決定していく。 を行う。 ・生徒指導

・被害者児童には教育相談 ・教育相談部会 部会によ
部が心のケアを行う。状 も加害児童の る共通理
況に応じ継続する。 指導に当たる。 解

継続し行う。

いじめ防止対策委員会

１．目的
・いじめ問題を未然に防ぐ。
・共通理解を行い、同一歩調で指導を行う。

２．開催時と内容
・４月 方針の見直しと確認
・毎月の生徒指導部会 いじめの認知

３．構成
管理職、生徒指導主任、養護教諭、低中高学年代表、一、二組担任
（ケース会議時 教育相談主任＋関係職員）
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